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2.0 レビューの背景  
  

犯罪による影響に関する研究のレビューでは、最も一般的に通報される犯罪(例： 

窃盗) でさえも、恐怖、ショック、そして怒りが典型的な反応であると報告してい

る。時が経つにつれて、“緊張感、うつ、再び被害に遭うのではないかという恐れ、

不眠、こころの中で何度も思い出してしまう、自己非難などを経験するかもしれな

い” (Maguire, 1991, p. 397)。 

  

Newburn (1993) は、犯罪被害者の長期的なニーズに関して文献研究をしたところ、

被害直後の影響だけではなく、被害者は長期にわたってその影響を被るのだと議論

している。その長期的影響とは、以下のカテゴリーに分けられる：身体的（例： ケ

ガ）、精神的及び心理的（例： 抑うつ感情、恐怖、怒り）、行動的（例： 睡眠の

妨げや食事パターン、就労不能）、経済的（例： 所有物の盗難被害、出廷に関す

る費用）。   結論として、Newburn は犯罪被害者の中には、危機介入法などの短

期的な支援よりも内容の濃い支援を必要とする者がいると述べた。   

  

さらに、 Zedner (2002) によれば、犯罪被害の影響を検討したいくつかの質的研

究では、経験する犯罪の種類によって被害者の反応はさまざまだが、心理的な苦悩

は共通していると報告している。今回のレビューでは、犯罪被害者が、被害にあっ

た直後、ならびに長期的にあらわれるネガティブな心理的影響を緩和することを目

的とした介入プログラムに焦点を当てる。 

 

外傷後ストレス障害 (PTSD) は特に犯罪被害に関連した心理的反応で、犯罪の心理

的影響に関する多くの研究はPTSDを中心としたものが多い。PTSD症状は、3つのク

ラスタに分けられると言われている(Falsetti & Resnick, 2000):  

1. 再体験・侵入症状： トラウマ体験の悪夢やフラッシュバックなど。 

2. 麻痺・回避症状： トラウマ体験を思い起こさせる、またはそれに関連

した刺激物の回避 (e.g., 行動、場所、人々)など。  

3. 覚醒症状： 入眠または睡眠維持の困難、イライラ感、集中困難など。 

 

精神疾患の診断・統計マニュアル第4版(DSM-IV)によれば、一定の基準を満たさな

ければPTSDとは診断されない。トラウマティックな経験を体験及び目撃すること、

再体験症状のうち少なくとも一つ、回避・麻痺症状のうち少なくとも3つ、覚醒症

状のうち少なくとも2つを、そしてトラウマ経験後、それらの症状が最低1ヶ月間以

上の持続する場合においてPTSDと診断される。 

 

うつ、物質乱用、パニック発作などいくつかの精神障害も犯罪被害に関係した結果

であると報告されている(Falsetti & Resnick, 1995)。 たとえば、Burnam ら(1988)

は、後ろ向き横断調査で、432人の性暴力被害者における精神障害の有病率を調査

した。被害経験のない432人の対応した対照群の有病率を算出し、両群を比較した。

Burnam らの研究結果によると、大うつ病、躁病、薬物乱用や薬物依存、恐怖症、

パニック障害、強迫性障害は、被害者の群により高い割合で発症しており、統計的

に有意な差が見られたと示している。 
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被害者支援プログラムは1980年代に設立され、犯罪被害の影響を和らげる目的があ

ったが、Shapland (1986) が、犯罪被害者の実際のニーズを検討することなく実施

されているケースがほとんどであったと指摘した。多くの被害者支援プログラムは

その性質とかかわりの度合いが様々である。犯罪被害者に提供される典型的な介入

方法は危機介入または支持的カウンセリングで、カウンセラーや訓練を受けたボラ

ンティアによる単発のセッションが提供される。このアプローチはイギリスで広く

用いられており、“被害者サポート（Victim Support）”という大規模なボランテ

ィア組織が例として挙げられる。この組織は、犯罪被害者を支援するプログラムを

全国的に実施している(Williams, 1999)。    

  

危機介入アプローチ以外にも、米国の研究者は犯罪被害者に特化した認知行動療法

的介入法をいくつも発展させてきた。これらは認知行動理論に基づき、標準化され

た手順で提供される。通常、犯罪が起きてから少なくとも3ヵ月後に実施されてい

る。犯罪被害者のための認知行動療法の一つの例として、認知処理療法（cognitive 

processing therapy）が挙げられれる (Resick, Nishith, Weaver, Astin & Feuer, 

2002)。この治療法は、事件の詳細を話したり文章に書いたりすることにより標準

化された手順で事件のトラウマティックな記憶に触れ、同時に不安を管理する技術

を訓練によって学ぶというものである。 

 

刑事司法制度の一環として犯罪被害者に対する介入法もあり、警察官の訪問という

形を取ることもある (e.g., Winkel & Vrij, 1993) 。また、イギリスでは、証言

者サービス（the Witness Service）によって、法廷で証言する際に支援をする場

合もある (Victim Support, 2001)。さらにイギリスでは、加害者が1年以上の懲役

を命じられた場合には、深刻な性被害や暴力の被害にあった被害者に対して、保護

観察施設が加害者の刑罰や釈放に関する情報を提供している(Williams, 1999)。 

  

Maguire and Corbett (1987) は、犯罪によるダメージからの回復という面で、犯

罪被害者の支援を目的とした介入の有効性に関する研究が不足していると指摘し

た。Maguire と Corbett は、イギリスの“被害者サポート（Victim Support）”

が被害者の回復に何らかの良い変化をもたらしたかどうかを検討する目的で、小規

模な研究を行った。彼らは、“被害者サポート”のボランティアが訪問した26人の

犯罪被害者と、サービスを受けていない対照群の被害者とを比較した。自記式尺度

で報告された結果を比較したが、この二つのグループには統計的に何の差異も見ら

れなかった。しかしながら、追試時には、サービスを受けたグループのほうがそう

でないグループよりもうまく適応できている被害者の数が多く、そこに一定のパタ

ーンが見出された。 

 

Davis and Henley (1990)による被害者へのサービスに関するレビューには、犯罪

被害者を支援するプログラムを評価する研究が多く見られるようになったと報告

している。しかしながら、被害者に対する危機介入アプローチを提供するプログラ

ムが多い中、効果を検証する研究ではレイプ被害者に対する認知行動療法の有効性

を評価する研究が最も多かった。たとえば、最近では Foaら (1995) が、女性の性

被害者やそれ以外の女性被害者に対しても、PTSDとうつを軽減させる短期認知行動

療法の効果を検証した。このプログラムに参加した10人の女性被害者は、短期認知

行動療法を受けなかった女性被害者と比べ、PTSDとうつ症状が大いに軽減されるこ
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とを示した。つまり、認知行動療法はレイプ被害者のPTSD症状を軽減する効果があ

ることを示唆している。しかしながら、サンプル数が少ないため、この研究で証明

された効果が他の多くの被害者には見出せないかもしれない。   

 

また、危機介入法の効果を検証した研究もある。たとえば、 Cook, Smith and Harrell 

(1987) 被害者支援および証言者サービス・プログラムのいずれか、または両方の

サービスを受けた被害者と、全くサービスを享受していない被害者を比較した。サ

ービスを受けた被害者らは、このようなプログラムは頼りになったと報告したが、

被害後１ヶ月、４～６ヵ月後に実施した調査では恐怖、不安、ストレスおよび適応

において、両グループに差異はみられなかった。Cook ら (1987) は、実験群と対

照群は厳密には対応しておらず、グループの割り付けはニーズによって振り分けら

れていたと考察している。一方、Davis (1987)は249人の被害者を４グループのい

ずれかへ無作為に割り付けた[支持的カウンセリングのある危機介入群・認知再構

成のある危機介入群・物質的支援群・治療なしの対照群]。これらの被害者は3ヵ月

後にアセスメントを受けたが、4群を比較しても、うつ、不安、回避、侵入、犯罪

恐怖の各症状に違いは見出せなかった。 

 

既述の研究結果は犯罪被害者に対する介入における有効性の有無が頡頏している

ことを示している。これはいくつかの要因に帰することができる。介入の性質、強

度、提供の仕方が多様であること、対象サンプルや研究方法の質が異なることなど

が挙げられる。Maguire (1991)は、犯罪被害者へのサービスは、政府や個々人によ

る経費捻出が絡み、それゆえにプログラムのために費用を計上し続けてもらうには、

犯罪被害によるダメージの軽減を目指すサービスの有効性が示されている必要が

あると指摘した。さらに、犯罪の被害に遭った後、支援が必要な人々に対しては役

に立つと証明されている‘折り紙つき’のサービスを提供することが大切である。

アメリカ心理学会の犯罪や暴力の被害者に関する専門調査会による最終報告

(1984)からの引用は次の通りである: “援助を求める人々と、そのサービスのための

経費を支出する人々に対しては、効果が示されている介入、および系統的な研究に

基づく介入がふさわしい” (p. 100)。 先にも述べたことだが、被害者サービスや治

療プログラムの評価は1980年代後半から文献の中に見られるようになった。今後は、

これらの研究を検証し、現時点での犯罪被害者に対する介入の有効性に関するエビ

デンスを統合する段階にきている。 

  

犯罪被害の分野における系統的レビューは現在進行中である。4つの関連レビュー

がキャンベル共同計画に登録されている
2

。しかしながら、ドメスティック・バイオ

レンス (Feder, Mackenzie & Wilson, 2000) 、子どもに対する性虐待 (Macdonald, 

Ramchandani & Higgins, n.d.)、などの種類が限定された犯罪や、修復的司法

(Sherman & Strang, 2000) や各種の累被害プログラム(Farrell & Webster, 2000)

など、限定された介入のみを扱っている。  さらに、the Wider Public Health Report 

(Contributors to the Cochrane Collaboration and the Campbell Collaboration, 

2000) には、児童虐待とネグレクトへの介入に関するレビューが掲載されている。

しかしながら、これらのレビュー研究は、窃盗、暴行、性的暴行、レイプなどの他

の犯罪被害者に提供されたプログラムの有効性を見ているわけではない。今回の系

統的レビューは、これらの研究に欠落している部分を提示する。そこで、上記の研
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究との重複を避けるために、今回のレビューではドメスティック･バイオレンス、

児童に対する性虐待及び身体的虐待とネグレクトのみに限定した介入を扱う研究

は除外する。さらに、修復的司法や累被害に限定した介入も同様に除外する。 

  

この系統的レビューの目的を要約すると、どのような介入プログラムが犯罪被害後、

その心理的な悪影響から回復する助けになるかを探究することにある。対象とする

犯罪は、窃盗、強盗、性暴力、それ以外の暴行、レイプも含む。 

 
 2 http://www.campbellcollaboration.org/library.html  

 

 

3.0 レビューの目的 
  

このシステマティックレビューは、以下の目的を持つ:   

 a) 犯罪被害者の（情緒、認知、及び行動における）心理的なダメージを軽減す

るには、現時点でどんな“方法”に効果があるのかを示す。 

 b) このレビューに掲載された研究の科学的基準を検討し、犯罪被害者を支援す

る介入を評価するための尺度を一覧にまとめる。  

 c) この研究分野に存在する欠陥を特定し、今後の研究に向けて提言する。 

 d) このレビューの結果を、“被害者サポート”やイギリス内務省などの関連組

織や政府に広く示すことで、被害者支援策を提案する。 

 

  

4.0 方法   
  

4.1 このレビューにおける選択基準ならびに除外基準  

  

以下に述べる基準すべてを満たし、かつ除外基準には一つもあてはまらない研究の

みが選択される。  

  

 

実験参加者の種類  

  

今回のレビューでは、性別、年齢、被害の程度に関わらず、直接的に犯罪の被害を

被った被害者を対象とした研究が選ばれる。このレビューにおいて、直接的な犯罪

被害者とは、次のように定義される: 自分自身および自分の所有物に対して何ら

かの犯罪被害を被った人々。間接的被害 (e.g., 家族を殺害された遺族)を対象と

した研究はこのレビューから除外される。 

  

 

介入法の種類  

  

実施期間や頻度に関わらず、すべての介入プログラムが検討される。介入の目的は、

被害者が犯罪被害の経験による心理的な悪影響（感情、認知、行動）から回復する
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手助けでなければならない。研究目的が不明瞭な場合、使用されているアウトカム

尺度によって決定される。 

  

先程述べたように、修復的司法や累被害、ドメスティック･バイオレンスや児童に

対する性的、身体的虐待とネグレクトのみに限定した介入はこのレビューからは除

外される。上記のような被害者と、他の犯罪被害者の両方を含む研究の場合は選択

する。 犯罪被害後の影響を支援する介入を含まなければ、法廷で被害者の証言を

支援することを目的とした技術のみは対象とならない。さらに、犯罪被害に限定せ

ず、それ以外の一般的なトラウマの被害も対象としている研究は含まれていない。

介入プログラムにはそれぞれ異なる効果が見られる。たとえば、事故被害者と犯罪

被害者では、効果が異なり(see Tarrier, Sommerfield, Pilgrim & Humphreys, 1999)、

それゆえに一般的なトラウマ被害を対象とした研究ではこの異なる効果を区別す

ることが難しいと考えられる。 

  

 

結果を測定する尺度の種類  

  

このレビューの対象となるためには、介入を受けた被害者に関する心理学的尺度が

少なくとも一つは使用されていなければならない。この条件を満たす研究結果のみ

がデータ抽出期間にリストアップされ、後に量的な分析に用いられる。被害者のた

めの支援プログラムの中で、心理学的効果のどの部分の有効性について測定するか

という点においては、特に共通見解がないため、現段階ではすべての心理尺度で測

定された結果(i.e., 感情、認知、行動におよぶ犯罪被害の影響から回復すること

に関連したすべての結果) を対象とする。この分野でよく用いられる尺度には、べ

ック抑うつ質問票 (Beck, Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961), 状態-不安

特性検査, STAI (Spielberger, 1983), および PTSD 症状自記式尺度, the PTSD 

Symptom Scale – Self-Report (Foa, Riggs, Dancu & Rothbaum, 1993)などがある。

各尺度の妥当性と信頼性に関しては、質的検討をする際に確認する。 

 

 

研究の種類  

  

最低限、実験群と対照群との比較(i.e., 介入を受けているグループと、介入を受

けていない、またはプラセボ介入を受けているグループ)を行なっている、評価す

ることを目的としたデザインのみを対象とする。   

 

端的に言えば、レビューの対象に選ばれるか否かは以下の点によって決定される:   

1. 研究対象者は犯罪被害者に限定されているか? 

2. 使用されている介入プログラムは、犯罪によるネガティブな影響を被っ

ている被害者を支援することを目的としているか？ 

3. 使用されている尺度のうち、少なくとも一つは心理学的アウトカムを測

定するものか? 

4. 最低限、実験群と対照群との比較をする、評価することを目的としたデ

ザインであるか? 

5. 使用されている介入プログラムは、ドメスティック･バイオレンスや児童
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虐待のみに限定したものか？   

6. 使用されている介入プログラムは、修復的司法や累被害を扱ったものか? 

   

  

選択基準と除外基準をもとに、検索によって得られた研究のタイトルと要約を読み

取り、関連のある研究を探していく。もし、上記の１～4の答えが正（i.e., はい）

で、5, 6の答えが負（i.e., いいえ）であれば、その研究は分析に含まれる。この

段階で、今回のレビューに関連があると判断された研究はすべて記録される。選択

された関連研究は、その妥当性について再度検討される。関連する資料が少ないた

め、一人のレビュアーが研究の選択のほとんどを担うことになる。研究の選択、及

び除外の決定に迷うことがある場合は、第二のレビュアーに意見を求める。 

 

 

4.2 関連研究抽出のための検索方法  

  

出版されたもの同様、未出版の研究も今回のレビューの対象に含まれる。英語で記

述された研究に限定しないよう努める。英語以外の言語で記述されている研究は、

データ抽出と質的検討の前に英語に翻訳される。 

 

 

検索語  

  

電子データ・ベースと研究登録一覧を検索する際、キーワードを組み合わせて検索

する。York大学の経験豊富な司書の助けを借りて検索手順を作成した。次に述べる

検索語および関連した語句を適切な組み合わせで使用する: 介入（intervention）、 

プログラム（programme）、治療（treatment）、 サービス（service）、 アウト

リーチ（outreach）、 カウンセリング（counselling）、 保護（protection）、 情

報（information）、 有効性（effectiveness）、 効果（efficiency）、 アセス

メント（assessment）、 評価（evaluation）、 査定（appraisal）、 レビュー（review）、 

分析（analysis）、 実験（experiment）、 支援（support）、 援助（help）、 補

助（assist）、 対処･コーピング（coping）、 犯罪（crime）、 犯罪者（offender）、 

被害者（victim）、 受難者･罹災者（sufferer）、 損害を被った当事者（injured 

party）。使用された検索語と組み合わせに関しては付録Iに詳細が記述されている。 

 

検索方法は、それぞれのデータ・ベースの分類法によって適宜、必要な変更を加え

て実施する。データ・ベースのフォーマットがこの検索法を使用できない場合、よ

り少ない検索語の組み合わせを用いて検索する。そして、ヘディングや概要などに

ある、統制された語句によってさらに詳細な検索を実施する。   

 

 

検索する際の発表年の取り扱い  

  

電子データ･ベースを検索する際は、特に出版年を限定しない。引用文献を検索す

る際は、1980年より後に発表されている研究のみを選択した。 
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検索リソース  

  

 1. 電子データ･ベース:  PsychINFO, Criminal Justice Abstracts, Criminal 

Justice Periodicals Index, Social Sciences Citation Index (SSCI), Science 

Citation Index (SCI), Applied Social Sciences Indexes and Abstracts (ASSIA), 

Public Affairs Information Service International (PAIS), MEDLINE, CAREDATA, 

PILOTS (traumatic stress database by Dartmouth College), Science Direct, 

Sociological Abstracts, Dissertation Abstracts, Database of Abstracts of 

Reviews of Efectiveness (DARE), Clinical Evidence, Cinahl (看護学関連の

文献).  

 2. 研究登録一覧:  Social, Psychological, Educational and Criminological 

Trials Register (SPECTR); National Research Register (NRR, 進行中の研究).  

 3. 引用文献:  電子データ･ベースで選択された主要文献の引用文献にある研究

も、この系統的レビューの対象として基準を満たすものであるか否かを検討す

る。  

 4. 研究者:  犯罪被害者関連の分野に従事している専門家に連絡を取り、進行

中の研究についての情報を得る。さらに、The Psychologist (2003)[the British 

Psychological Societyの学会誌(月刊)]に出版された関係のある研究情報を請

求する。そして、このレビューと、分析に含まれる研究の種類をthe 

International Victimology ウエッブ・サイト
3

の
 
the Victimology Research 

Database に掲載する。 

 5. 他のソース:  System for Information on Grey Literature in Europe 

(SIGLE); “被害者支援（Victim Support）” と他の関連組織; the Victimology 

Research database と the Victim Services and Victimisation Prevention 

databaseを含む The International Victimology ウェッブ･サイト;  Home 

Office Publications などの、Full-textでダウンロードが出来る政府の刊行物

が掲載されている、政府のホームページ;  National Criminal Justice 

Reference Service の The Victims of Crime Publications。  
 

3 http://www.victimology.nl  

 

データ･ベースや他のソースの検索が完了した際には、文献管理ソフトEndnote に

入力される。 

 

 

4.3 個々の研究に用いられた方法の説明  

  

このレビューのために選択された研究は、介入群と対照群の比較をする研究デザイ

ンが用いられており、治療後のみ、または治療前と後、および治療前後とフォロー

アップ時にアウトカムを測定したものである。このレビューに限り、治療前の測定

とは、介入プログラムが試行される前に測定されたものである。治療後の測定とは、

介入プログラム完了後、最初に測定されたものである。フォローアップ時の測定と

は、治療後の測定の、さらに後になって測定されたものである。対照群には、介入

プログラムを全く受けていない被害者、またはキャンセル待ちの予約名簿に振り分
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けられ、一定の期間が過ぎた後で介入プログラムを受ける被害者、または望ましい

効果が得られるかは不明のプラセボ介入プログラムを受ける被害者などを含む。複

数の介入プログラムと一つの対照群を比較する研究もあれば、無作為化比較研究、

準実験研究法による研究、コホート研究などがこのレビューの分析に含まれると考

えられる。  

 

介入プログラムの有効性は、治療後とフォローアップ時のアウトカム尺度を実験群

と対照群で比較することにより判定される。治療前におけるグループ内の差は介入

プログラムの効果の指標としてはふさわしくないため、ここでは報告しない。実験

参加者の治療前後を比較したときの変化が、特定の治療プログラムに参加している

こと以外の理由による可能性があるからである。治療前後を比較したときにみられ

る変化は、治療プログラムの有無を問わず時間の経過による変化を反映していたり、

治療以外に参加者の生活の中で起こった出来事の影響であったり、治療前のアウト

カム尺度の実施によって生じた変化であるという可能性もある (Mitchell & 

Jolley, 2001)。 

 

  

4.4 独立した結果を判定する基準  

  

犯罪被害者への介入の有効性を評価する研究は、概して複数のアウトカム尺度を用

いている。アウトカム尺度の種類と数も研究によって異なる。さらに、この分野に

おける多くの主要な研究は一つ以上の介入群と対照群を比較しているものが多い。

いくつかのアウトカム尺度を間隔をあけて複数回試行している研究(e.g., 治療直

後、３ヵ月後フォローアップ時)もある。我々が使用する統計手法（セクション4.6

参照）の手順で前提としているのは、データ収集地点は、それぞれ統計的に独立し

ている、ということである。それゆえに、すべての尺度の結果、データ収集地点、

及びそれぞれの比較は別々にコード付けして入力する。そしてアウトカム尺度やデ

ータ収集が複数の研究に対しては、それぞれの尺度の結果とデータ収集地点におい

て統計解析を行なう。 

 

 

4.5 コーディング分類の詳細  

  

データ抽出  

  

事前に作成したデータ抽出シート（付録II 参照）を用いる。二人のレビュアーが

それぞれ別々に、データ抽出シートに記載されている必要事項を選択された研究か

ら抜き出し記載していく。情報が欠落、または不明であった場合、その研究の著者

に直接連絡を取るよう努める。それぞれのレビュアーが抽出した情報が一致しない

場合、その研究の本文を参照しながら話し合うことにする。両方のレビュアーが納

得する情報がその論文中に確認された場合、その不一致がみられた内容の判定を下

す。両者で意見の一致が得られたら、そのデータを適切な表に変換する。データ抽

出シート内の、すべての自由回答式情報はカテゴリーに分類され、表に変換する。

さらに、犯罪被害者を支援する目的でデザインされた介入プログラムの有効性を評

価するアウトカム尺度の種類を掲載する表を作成する。     
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質的検討チェックリストと手順 ** 

  

該当する研究に予測され得るバイアスに関する情報などを含む、特別にデザインさ

れた質的検討チェックリスト（付録 III 参照）を用いて、二人のレビュアーはそ

れぞれ別々に選択された研究の方法論的な質を確認する。  

  

Clarke and Oxman (2001) は“現在存在する実験の質や妥当性を検討できる方法の

うち、無条件で薦められるものはない”と指摘している (セクション 6.7.2)。  さ

らに、彼らは、一つの研究において全体的な一つの指標を示す代わりに、それぞれ

の研究が複数の質的基準をどの程度満たすかを正確に示すような質的検討方法を

用いることを提案している。  Khan, ter Riet, Popay, Nixon & Kleijnen (2001) 

は、レビューしようとしている分野に特化した質的検討アセスメント尺度をレビュ

アーが作成することを発案している。その“構成要素の質”と“質的検討の目的”

を定義した後(Khan et al., 2001, p. 8)、レビュアーは関連のある一般的な質的

検討の手段を選択し、レビューしようとする分野に妥当であると思われる事項に基

づいて調整することを提案している。 

  

今回のレビューの質的検討チェックリストは、研究方法の内部妥当性と構成概念妥

当性によって構成されている。内部妥当性は、Mitchell and Jolley (2001) によ

り “その治療が行動に変化を及ぼしたということをその研究が示す程度を見るも

の”であると定義されている(p. 171)。同様に、構成概念妥当性は、“その研究が、

研究者らが主張している心理学的要素を測定･及び操作しているかどうかを見るも

の”と定義されている(p. 23)。次の文献が今回のレビューの質的検討チェックリ

ストに使用する候補として考慮された:  Khan et al. (2001), Greenhalgh (2001), 

Clarke and Oxman (2001), Troia (1999), Sherman et al. (1997), Verhagen et al. 

(1998), および Foa and Meadows (1997)。今回のレビューに使用する研究を検討

する際、妥当だと思われた項目だけを選択した。    

  

この報告書は、外部妥当性や、選択された研究結果の一般的な犯罪被害者への適性

に関しても記載する。そして、実験参加者の選択及び除外基準に関して、また、ど

のように参加者を収集したか、サンプル･サイズに関しての三点を中心に議論され

る。 

  

今回のレビューで行う質的検討においては、出版された文章の中で、著者らが報告

した内容に限定していることを強調する。この情報が欠落、あるいは不明の場合は、

直接その著者に連絡を取って補完するよう努める。 

 

二人のレビュアーの間に質的検討に関する不一致があった場合、その研究の本文を

確認して両者が話し合いを持つことにする。両方のレビュアーが納得できる情報を

確認した後に判定を下す。二人のレビュアーの意見が100％完全に一致したときの

み表に加える。それぞれの研究の質的検討の際に収集した情報は最終報告に示され

る。各研究のバイアスのリスクは、低い・中程度･高い のいずれかに分類される(付

録 III 参照)。バイアスのリスクが低い研究であれば、その研究は内部妥当性があ
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ると確信できる。一方、バイアスのリスクが高い研究は、提示された結果は「“実

際の”結果からは系統的に逸脱している可能性がある 」(Khan et al., 2001, p.2)。  

  

さらに、その研究結果の外部妥当性に関する情報は最終報告に提示される。今回の

系統的レビューによって報告される、研究と臨床領域への提案する際、またそれぞ

れの研究結果を議論する際に、その内部妥当性及び外部妥当性に関する情報が考慮

される。 

 

 

4.6 統計手順と約束事 

  

データ抽出と質的検討の期間に集められた情報は表として提示される。収集された

情報が自由記述式であった場合、テーブルに記載される前にいくつかのカテゴリー

に分類される。被害者介入プログラムの有効性は、その介入の種類や頻度、試行方

法、介入を受ける被害者の種類などの、いくつかの要因によって左右される。  

Deeks et al. (2001)は、上記に述べた重要な要因と関連して、介入プログラムの

効果を評価する研究は同一ではないと指摘している。そのために、選択された研究

の主要な特性を検討することが重要である。該当する介入プログラム、実験参加者、

結果、研究方法の質におけるそれぞれの特徴の概要を表中に示す。さらに、分析の

ために選択されたそれぞれの研究に、何か特別な違いがあるか否かを検討する。

Deeks et al. (2001) は“実験参加者、介入プログラム、研究結果に関連があると

考えられたアウトカムや方法などに重要な差異が見られる場合、全体的･平均的効

果を見積もるのは賢明ではない”と提案している (Deeks et al., 2001, p. 4)。 そ

のような相違点があった場合、Deeks et al. (2001) は先に述べたような手法を用

いて、主要な特性に共通項がある下位グループに分け、統合することは可能である

としている。  

  

レビューに選択されたすべての研究、もしくはグループに分けられた研究が、研究

の記述部分から判断してメタ分析に適切であることが示された場合、以後のセクシ

ョンに述べられる手順を遂行する。Wilson, D. B. によって開発されたSPSS用のマ

クロ (Lipsey & Wilson, 2001)を用いて分析が行なわれる。犯罪による心理学的影

響のアウトカム尺度は、通常、連続変数である。連続変数のデータは、標準化平均

差の効果量として提示される。二値データを報告している研究に関しては、オッズ

比で提示され、同等の対応する標準化平均差の効果に変換される (Lipsey & Wilson, 

2001)。効果量はSPSSのデータ･シートに入力し、分散の逆数重み付けによってサン

プル･サイズの偏りを調節する。すべての研究におけるそれぞれの重み付けされた

効果量が95％の信頼区間とともに算出される。メタ分析の結果は、フォレスト･プ

ロットによって示され、個々の研究の効果量と信頼区間と全体的な平均効果も提示

される。さらに、等質性分析によって、研究の効果量が同じ母平均を推定している

かどうかを検討する。もしこの仮説が棄却されたら、カテゴリーと線形モデルの両

方を用いて状況変数 (e.g., 介入の期間、サンプルの性別、研究の方法論的な質)

の有無を確認する。最終的には感度分析によってメタ分析の結果に頑健性があるか

どうかを検討する。たとえば、欠損値があった場合、分析を繰り返し、“最も良い

結果と悪い結果を欠損値の代わりに使用し、最高のケースと最悪のケースを分析す

る” (Deeks et al., 2001, p.14)。その上、メタ分析の頑健性をさらに確認する
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ために、固定効果及び変量効果モデル分析を行う。 

 

  

4.7 質的研究の扱い 

  

現時点では、このシステマティックレビューに質的研究を含める予定はない。 

 

 

 

 

5.0 予定  
  

課題      完了予定日  

データベースの検索   2002年1月  

その他の検索 (グレーゾーンの文献) 2002年2月  

データベース検索の精選   2002年3月    

関連研究の入手    2002年4月  

レビューに含める研究の選択  2002年5月  

データ抽出と質的検討   2003年9月  

サマリー表の準備    2003年10月  

量的分析     2005年3月  

最終報告準備    2005年7月   

  

 

6.0 本レビューの更新予定  
  

このレビューは、ペンシルバニア大学の図書館管理システムのサポートにより毎年

更新される。 
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10.0 付録  
 

10.1 付録 I  

  

検索語  

  

#1 介入 interven* or program* or treat* or therap* or service* or (cris* and 

interven*) or outreach or counsel* or rehab* or protect* 

or reparat* or compensat* or inform*  

  

#2 効果的な  effectiv* or efficien* or success* or assess* or evaluat*  or 

apprais* or review* or efficacy or analys* or meta-analys* 

or experiment* or (control and group) or (matched and group) 

or (before and after) or (pre and post) or measur* or 

(control* and study)  

  

#3 支援   support* or help* or assist* or care* or cope* or coping   

  

#4 犯罪  crim* or offen* or felon* or misdemeanor* or transgress*   

  

#5 被害者 victim* or sufferer* or (injur* and part*)  

  

検索 #1, #2, #3, #4 を組み合わせて最終的な検索結果の出力をした。 

 

Note: The Criminal Justice Abstracts database は６つに分類される。以下の4

つのカテゴリーを検索し、今回のレビューに使用した: 犯罪・加害者と被害者

（“Crime, the Offender, and the Victim”）;  警察（“Police”）; 裁判と訴訟

手続き（ “Courts and the Legal Process”） および 犯罪予防と規制方針（“Crime 
Prevention and Control Strategies”）。残る、少年司法制度と非行行為（“Juvenile 
Justice and Delinquency”）および 成人矯正（“Adult Corrections”）の二つは今

回のレビューには関連していないとみなし、検索の対象としなかった。  
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10.2 付録 II  

 

データ抽出シート  

 レビュアー名:   

  

研究の詳細：  

 

  

著者 (第一著者名以下 et al.):    

 

  

情報源と発表年:  

 

  

国名及び出版物の言語:   

  

適正の確認：  

  

以下の採択基準において、当てはまるものに一つだけ○を付けてください。 

 

1. 対象サンプルは犯罪被害者に限定している。 はい／いいえ／不明  

  

2. 犯罪被害者の支援と犯罪によるダメージに焦点を当てて調査している。  

はい／いいえ／不明  

 

3. 研究デザインに対照群を含む。 はい／いいえ／不明  

 

4. 尺度は、心理学的影響を測定するものを少なくとも一つ含む。  

はい／いいえ／不明  

  

5. ドメスティック･バイオレンス、または児童虐待のみを対象とした介入であ

る。 はい／いいえ／不明  

  

6. 介入は累被害や修復的司法プログラムではない。 はい／いいえ／不明  

    

 

介入 

  

介入の種類:  

  

  

介入の対象:   
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比較する条件の数(対照群も含む):  

  

 

  

対照群の数 (例： 対照群ナシ):   

  

  

  

  

対象となる犯罪 と 分析に含まれるそれぞれの犯罪の割合（%）： 

  

  

  

  

研究セッティング(例： 法廷、精神保健サービス、学術的研究所):   

  

  

  

各条件の簡単な説明:   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

理論的枠組み/モデル:   

  

  

被害に遭ったタイミング(例： レイプ被害後3ヶ月):   

  

  

期間/ セッションの数(例： 9 ヶ月):   

  

  

頻度 (週＿回、1回につき＿時間):   
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誰によって介入が試行されたか?  

  

  

介入の試行にあたり、特別な訓練はあったか？  

  

  

サンプルの特徴 (全体と、各条件ごと)  

  

N (例： 合計 = 95, 介入群 = 50, 対照群 = 45):   

  

  

男女比 (女性/男性 %):   

  

  

年齢 (平均、標準偏差、範囲):   

  

  

民族 (%):  

  

  

 

 

学歴レベル:  

  

  

  

  

被害歴:  

  

  

  

  

対象基準(例： PTSD診断):   

  

  

 

 

  

除外基準 (例: 精神病性障害の病歴がある):   
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介入群と対照群は、以下の点で比較可能か？ 

 a) 属性: はい／いいえ／部分的に／関連情報の欠如 

b) 治療前の症状:  はい／いいえ／部分的に／関連情報の欠如  

 

  

「部分的に」を選択した場合、統計的有意差と、分析の際にこれらの変数が制御

されていたかどうかを記せ。 

  

  

  

 

  

研究概要 

  

研究デザイン– 以下の選択肢のうち、当てはまるもの一つに○をつける。 

  

 a) 無作為化比較試験（RCT） 

 b) 対応対照群を含む擬実験計画法  

 c) 対応対照群のない擬実験計画法 

 d) その他 (詳細を記入)  

 

  

実験参加者へのアセスメントをした時期と回数： 

 

  

各群の脱落者数:  

  

  

各群のフォローアップ時の脱落率:  

  

  

アウトカム尺度(介入の有効性を検討するために用いられた尺度；例：べック抑う

つ質問票)  
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結果 

  

使用されている統計手法:  

  

  

 

  

（もし存在するなら）どの変数が分析で制御されているか?  

  

  

 

  

（もし存在するなら）どの状況変数が検討されているか？  

  

  

  

 

  

グループ間有意差（0.05 レベル）   

(例：ストレス免疫訓練グループの方が未治療グループよりも、治療直後と5ヵ月

後のフォローアップ時でべック抑うつ質問票の得点が低かった。 または、有意な

差はどの結果にも見られなかった。):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

標準化平均差効果量/オッズ比 (群間の差が統計的に有意であったか、どちらの

群の効果量が大きかったかを含める)  
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コメント (例： データ抽出の際に明示されなかった重要な欠陥)  
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10.3 付録 III  

 

質的検討チェックリスト  

  

このチェックリストの目的は、本研究のシステマティック･レビューに用いた研

究の内部妥当性および構成概念上の妥当性を検討することにある。  

 

内部妥当性は、その治療が行動に変化を及ぼしたということをその研究が示す程

度であると定義される。 

構成概念妥当性とは、その研究が、研究者らが主張している心理学的要素を測定･

及び操作しているかどうかを見るものと定義される。  

  

以下の選択肢から選ぶ[ 適当／部分的に適当／不適当／不明／報告されていない]  

  

 1. 介入群と対照群が同質である:   

 2. 脱落した参加者の影響を統制：  

 3. 条件ごとにおける施行者の影響を統制:  

 4. 介入／プラセボ施行のプロトコルを順守したという証明:  

 5. 結果を測定する尺度の妥当性及び信頼性:  

 

補足コメント:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バイアスのリスク:  

(Khan et al., 2001, Box 5.1より)   

  

以下の表を参照して報告せよ―該当研究はバイアスのリスクが [A. 低い、B. 中

程度、C. 高い] 

 

*バイアスのリスクを検討する際は、6つの主な基準のいずれかを審査するための十

分な情報が提示されているかどうかを示すことが望ましい。このレビューの主執筆

者であるレビュアーが著者らに連絡を取り、欠如している情報を得るように努める。   

- 23 - 



訳 後藤豊実（兵庫県こころのケアセンター） 

  

バイアスのリスク 個々の基準との関連 

  

A. 低い = 結果に大きく影響するような 

バイアスがありそうにない 

  

  

すべての基準を満たす 

  

  

B. 中程度 = 結果への影響に多少疑問が残る

と考えられるバイアスがある  

  

  

部分的に満たされる基準が 

一つ以上ある  

  

  

C. 高い = 結果の信頼性を弱める 

重大なバイアスがある 

 

  

満たされない基準が一つ以上ある 

 

  

 

外的妥当性  

  

実験参加者はどのように収集されたか?   

  

  

研究への調査参加資格の基準は明確に示されているか?  

  

  

  

  

  

- 24 - 


